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（表2）住宅の省エネ改修に伴う減額の要件
①平成 26 年 4 月 1 日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除く）
②対象となる省エネ改修工事
次の⑴～⑶までの工事のうち⑴を含む工事で、補助金等を除く工事
費用の自己負担額が 60 万円以上のもの
⑴窓の改修工事（必須） ⑵天井、床、壁などの断熱改修工事
⑶太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給
湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※外気などと接するものの工事に限る。
※住宅の床面積が 50㎡以上 280㎡以下であること。

（表1）住宅のバリアフリー改修に伴う減額の要件
①新築された日から 10 年以上経過した家屋であり、対象となる住
宅が以前にバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けたこと
がないこと
②次の⑴～⑶のいずれかの人が居住する既存の住宅（賃貸住宅を除く）
⑴ 65 歳以上の人 ⑵要介護認定または要支援認定を受けている人
⑶障害のある人
③次の⑴～⑻の工事で補助金などを除く、自己負担額が 50 万円以
上のもの 
⑴廊下の拡幅 ⑵階段の勾配の緩和 ⑶浴室の改良 ⑷便所の改良
⑸手すりの取り付け ⑹床の段差の解消 ⑺引き戸への取り替え
⑻床表面の滑り止め化
④住宅の床面積が 50㎡以上 280㎡以下であること

　
適用要件・手続きなど詳しくはお問い合わせ下さい。
■住宅耐震改修に伴う減額
　昭和 57 年１月１日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、平成
30 年 4 月から令和 6 年３月までの間に一定の改修工事（50 万円以上）を施
した場合、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が２分の１減額になります。
ただし、１戸当たり120㎡を限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。
■住宅のバリアフリー改修に伴う減額
　平成 30 年 4 月から令和 6 年３月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が
行われ、表 1 の①～④を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産
税が１戸当たり100㎡を限度に３分の１減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と

同時に減額されません。
■住宅の省エネ改修に伴う減額
　平成 30 年 4 月から令和 6 年３月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合
する省エネ改修工事が行われ、表 2 の①及び②を全て満たす住宅は、当該住宅に
かかる翌年度の固定資産税が１戸当たり120㎡を限度に３分の１減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う

減額と同時に減額されません。

固定資産税の減額住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修に伴う 問固定資産税課家屋担当 423 － 9428

「ふれあい作品展」作品募集

12 月 6 日㈬～ 8 日㈮に開催す
る、ふれあい作品展の作品を募集
します。詳しくは障害者支援課や
opsol 福祉総合センター（野田町
1 丁目）で配布する募集要領をご
確認ください。
対平成 17 年 4 月 1 日以前に生ま
れ、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳のいずれ
かを持つ市内在住・在勤者　作品
絵画、手芸、習字、写真などで
自作未発表のもの　申・問10 月 4
日㈬までに直接、障害者支援課障
害福祉担当へ 423 － 9446　

431 － 0580

国民年金のお知らせ

■年金生活者支援給付金の新規該
当者に簡易な請求書を送付

日本年金機構が令和 4 年所得情
報を基に、年金生活者支援給付金
の受給資格要件判定を行い、９月
ごろから順次、支給該当者に対し、
簡易な請求書（はがき型）を送付
します。必要事項を記入し、日本
年金機構宛に送付してください。

既に年金生活者支援給付金を受給
している人には簡易な請求書（は
がき型）は送付されませんのでご
注意ください。
■令和６年分扶養親族等申告書の
提出を

9 月より、令和６年分の「扶養親
族等申告書」を送付します。記載
している期限内に提出をお願いし
ます。提出期限を過ぎてから提出
すると、令和 6 年 2 月支払時に
申告内容を反映させることができ
ず、一時的に控除なしで源泉徴収
額計算が行われる場合がありま
す。詳しくは貝塚年金事務所へお
問い合わせください。
■令和４年分の所得状況届について
年金生活者支援給付金受給者及び
20 歳前障害基礎年金受給権者の
令和 4 年所得情報が不明な人には
９月中旬に所得状況届を送付しま
す。書類が届いた人は、必要事項
を記入し、日本年金機構宛に送付

してください。詳しくは貝塚年金
事務所へお問い合わせください。
問貝塚年金事務所 431－1122

非木造の冷蔵倉庫の現状確認は
お済みですか

平成 24 年度から、非木造の冷蔵倉
庫の固定資産税評価額の計算方法
を変更しています。対象の倉庫を
所有している人で、現状確認がお
済みでない場合はご連絡ください。
対次の①～③を全て満たす冷蔵倉
庫 ①非木造（木造以外）である ②
保管温度が 10℃以下に保たれる 
③倉庫そのものに冷蔵機能を備え
ている（倉庫内に設置されたプレ
ハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は
該当しません）　問固定資産税課
家屋担当 423 － 9428
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昨年の作品の一部昨年の作品の一部


